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大山口小学校区まちづくり協議会規約(案) 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この会は、大山口小学校区まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、千葉県白井市大山口２丁目２番１号の白井市立大山口小学校

内に置く。 

 

（区域） 

第３条 協議会の区域は、白井市立大山口小学校区（白井市立小学校及び中学校の通学区

域に関する規則（平成２年教育委員会規則第３号）別表に定める白井市立大山口小学校

の通学区域をいう。）とする。 

 

（構成員） 

第４条 協議会の構成員は、次に掲げる者とする。 

（１）区域内に居住する者 

（２）区域内で活動する市 活動団体等 

（３）区域内で事業を営む者又は区域内に存する事業所に勤務する者 

（４）区域内に存する学校等に通う者 

（５）その他協議会の認める者及び団体等 

 

第２章 目的及び活動 

 

（目的） 

第５条 協議会は、構成員相互が協力・連携し地域の課題解決や魅力の創出により、「世代

をこえて支え合う笑顔あふれるまち」の実現を目指したまちづくりを推進することを目

的とする。 

 

（事業） 

第６条 協議会は、第５条（目的）の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）防災、防犯及び交通安全等に関する事業 

（２）福祉及び健康づくり等に関する事業 

（３）環境美化及び環境保全等に関する事業 

（４）地区住民の交流又は連帯に関する事業 

（５）地区の団体及び人材育成に関する事業 

（６）上記に掲げる事業に関する情報提供事業 

（７）その他協議会が目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

 

（会員） 

第７条 会員とは、構成員のうち協議会の趣旨に賛同して入会した個人及び団体をいう。 

２ 入会は、運営委員会の承認を得るものとする。 

議案第１号 
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３ 会員は、役員を除き、第４３条（部会の設置）に掲げる部会のいずれかに所属するもの

とする。 

 

（会員の資格の喪失） 

第８条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

（１）退会届の提出をしたとき。 

（２）本人が死亡したとき。 

（３）会員である団体が消滅したとき。 

（４）除名されたとき。 

 

（退会） 

第９条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 

 

（除名） 

第１０条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名

することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな

らない。 

（１）この規約等に違反したとき。 

（２）協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 

第４章 役員 

 

（役員の選任） 

第１１条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長１名 

（２）副会長２名 

（３）事務局長１名 

（４）会計１名 

（５）部会長４名 

（６）監事２名 

２ 部会長を除く役員は、総会において選任する。 

３ 監事は、他の役員 及び第１８条（総会の構成）に規定する代議員を兼ねることはでき

ない。 

 

（役員の任務） 

第１２条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

３ 事務局長は、協議会の事務局を総括する。 

４ 会計は、協議会の会計を担当する。 

５ 部会長は、担当する部を総括し、事業の企画・運営を行う。また、部会の事業を役員へ

報告するとともに、各種施策を建議、実施する。 

６ 監事は、協議会の会計及び事業を監査し、総会に監査報告する。 

 

（役員の任期） 

第１３条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、任期終了後においても、後任者が選任されるまで在任する。 

３ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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第５章 顧問 

 

（顧問） 

第１４条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。 

 

第６章 会議 

 

（会議） 

第１５条 協議会の会議は、総会、三役会、運営委員会及び部会とする。 

２ 会議は、構成員に対し原則公開とし、次の者は傍聴できる。 

（１）構成員に対しては議長が認めた者 

（２）構成員以外に対しては会長が認めた者 

３ 三役会が必要と認めた場合には、会議を非公開とすることができる。 

４ 議長は、傍聴人が全体会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるときは、これ

を制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。 

 

第７章 総会 

 

（総会） 

第１６条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 

 

（総会の種類） 

第１７条 総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（総会の構成） 

第１８条 総会は、代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。 

（１）監事を除く役員である者 

（２）団体会員である者 

（３）個人会員で、部会長の推薦により運営委員会が認めた者 

２ 監事は、前項第１号の規定にかかわらず総会に出席することができる。ただし、表決権

はない。 

３ 代議員は５０名以内とし、任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 前項の規定にかかわらず、任期終了後も後任者が選任されるまで在任する。 

 

（総会の開催） 

第１９条 通常総会は、年１回開催とし、毎年会計年度終了後、概ね２か月以内に開催する

ものとする。 

２ 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は代議員の３分の１以上の請求があった場合

に開催するものとする。 

 

（総会の招集） 

第２０条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する１週間前までに、会議の日時、場所及

び目的を示して、代議員に通知しなければならない。 

 

（総会の議長） 
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第２１条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。 

 

（総会の審議事項） 

第２２条 総会は、次の事項を審議し、議決する。 

（１）事業計画及び収支予算並びに変更に関する事項 

（２）事業報告及び収支決算に関する事項 

（３）まちづくり計画の策定及び見直しに関する事項 

（４）役員の選任及び解任に関する事項 

（５）規約の改定に関する事項 

（６）その他会務運営に関する重要事項 

 

（総会の定足数） 

第２３条 総会の開催は、代議員の２分の１以上の出席を要する。 

 

（総会の議決） 

第２４条 総会の議事は、出席代議員の過半数で決する。可否同数の時は、議長の決すると

ころによる。 

２ 代議員が総会の目的である事項について提案した場合において、代議員全員が書面又

は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議

があったものとみなす。 

 

（総会の表決権等） 

第２５条 代議員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を

委任することができる。 

３ 前項の規定によって表決した代議員は、第２３条（総会の定足数）、第２４条（総会の

議決）第１項、第２６条（総会の議事録）第３号の摘要については、総会に出席したもの

とみなす。 

 

（総会の議事録） 

第２６条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

（１）日時 

（２）場所（当該場所に存しない者が出席した場合における当該出席の方法を含む） 

（３）代議員総数及び出席代議員数 

（４）審議事項及び議決事項 

（５）議事の経過の概要及び議決の結果 

（６）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２名が記名押印又は

署名しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、代議員全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示

をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し

た議事録を作成しなければならない。 

（１）総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（２）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

（３）総会の決議があったものとみなされた日 

（４）議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 
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第８章 運営委員会 

 

（運営委員会の構成） 

第２７条 運営委員会は、監事を除く役員をもって構成する。 

２ 前項の規定にかかわらず、監事は、事業の執行状況を知るために運営委員会に出席して

意見を述べることができる。 

 

（運営委員会の審議事項） 

第２８条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３）総会、三役会、部会から提議された事項 

（４）重要事項で、総会の開催できる期間のない緊急を要する事項 

（５）構成員から提議された事項 

（６）その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（運営委員会の開催） 

第２９条 運営委員会は、会長が招集する。 

２ 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）運営委員の２分の１以上から請求があったとき。 

３ 会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しな

ければならない。 

４ 会長は、必要と認めるときは、運営委員以外の者を出席させ、意見を求めることができ

る。 

 

（運営委員会の議長） 

第３０条 運営委員会の議長は、会長が務める。 

 

（運営委員会の定足数） 

第３１条 運営委員会は、運営委員の２分の１以上の出席がなければ開催することができ

ない。 

 

（運営委員会の議決） 

第３２条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の決する

ところによる。 

 

（運営委員会の表決権等） 

第３３条 運営委員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知され

た事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の運営委員を代理人と

して表決を委任することができる。なお、部会長は、副部会長を代理人として運営委員会

への出席及び表決を委任することができる。 

３ 前項の規定によって表決した運営委員は、第３１条（運営委委員会の定足数）、第３２

条（運営委員会の議決）、第３４条（総会の議事録）第３号の摘要については、運営委員

会に出席したものとみなす。 

４ 運営委員会の表決において、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の表決に加
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わることができない。 

 

（運営委員会の議事録） 

第３４条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

（１）日時 

（２）場所（当該場所に存しない者が出席した場合における当該出席の方法を含む） 

（３）委員総数及び出席委員数 

（４）審議事項及び議決事項 

（５）議事の経過の概要及び議決の結果 

（６）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人２人が記名押

印又は署名しなければならない。 

 

第９章 三役会 

 

（三役会の構成） 

第３５条 三役会は、会長、副会長及び事務局長をもって構成する。 

２ 前項の規定にかかわらず、監事は、事業の執行状況を知るために三役会に出席して意見

を述べることができる。 

 

（三役会の協議事項） 

第３６条 三役会は、次の各号に掲げる事項を審議し、運営委員会に報告する。 

（１）総会の議決した事項の執行に関する事項のうち、運営委員会を開催できる期間のない

緊急を要する事項 

（２）重要事項で、総会、運営委員会の開催できる期間のない緊急を要する事項 

（３）運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（三役会の開催） 

第３７条 三役会は、会長が招集する。 

２ 三役会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）三役会の構成員の２分の１以上の者から請求があったとき。 

３ 会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに三役会を招集しなけれ

ばならない。 

４ 会長は、必要と認めるときは、三役会の構成員以外の者を出席させ、意見を求めること

ができる。 

 

（三役会の議長） 

第３８条 三役会の議長は、会長が務める。 

 

（三役会の定足数） 

第３９条 三役会は、三役会の構成員の２分の１以上の出席がなければ開催することがで

きない。 

 

（三役会の議決） 

第４０条 三役会の議事は、三役会の構成員の出席者の過半数で決する。賛否同数のときは、

議長の決するところによる。 
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（三役会の表決権等） 

第４１条 三役会の構成員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため三役会に出席できない三役会の構成員は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の三役会の構成員を

代理人として表決を委任することができる。 

３ 前項の規定によって表決した三役会の構成員は、第３９条（三役会の定足数）、第４０

条（三役会の議決）、第４２条（三役会の議事録）第３号の摘要については、三役会に出

席したものとみなす。 

４ 三役会の表決において、特別の利害関係を有する三役会の構成員は、その議事の表決に

加わることができない。 

 

（三役会の議事録） 

第４２条 三役会の議事録を作成し、次に掲げる事項を記載する。 

（１）日時 

（２）場所（当該場所に存しない者が出席した場合における当該出席の方法を含む） 

（３）三役会構成員総数及び三役会構成員出席数 

（４）協議事項及び決定事項 

（５）協議内容の概要及びその結果 

 

第１０章 部会 

 

（部会の設置） 

第４３条 協議会に、次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める活動を行う。 

（１）広報部会 広報に関する活動 

（２）生活環境部会 子育て・青少年の育成、福祉・健康づくり、環境美化に関する活動 

（３）安全・安心部会 地域防災、防犯及び交通安全に関する活動 

（４）地域活性化部会 地域の交流・活性化、地域活動の担い手・参加者に関する活動 

２ 部会は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。 

（１）部会に付託された事項の決定及び実施に関すること 

（２）部会の事務に関すること 

（３）その他、総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること 

３ 第１項の規定にかかわらず、２部会以上に関わる活動その他必要と認める事項を審議

するため、運営委員会の承認を得て専門委員会を置くことができる。専門委員会の運営に

関する事項は、別に定める。 

 

（部会長及び副部会長） 

第４４条 部会に、部会長１名、副部会長２名以内を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選する。 

３ 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、前項の職務を代行する。 

５ 部会長及び副部会長の任期は２年とし、再任を妨げない。 

６ 部会長及び副部会長は、任期終了後においても、後任者が選任されるまで在任する。 

７ 欠員により選出された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（部会の開催） 

第４５条 部会は、部会長が招集する。 
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２ 部会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）部会長が必要と認めたとき。 

（２）部会員の２分の１以上の者から請求があったとき。 

３ 部会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに部会を招集しなけれ

ばならない。 

 

第１１章 資産及び会計 

 

（資産の構成） 

第４６条 協議会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）会費 

（２）補助金、交付金等の助成金 

（３）寄付金 

（４）事業に伴う収益 

（５）別に定める資産目録記載の資産 

（６）財産から生じる収益 

（７）その他の収益 

 

（資産の管理） 

第４７条 協議会の資産は、会長が管理し、その方法は三役会の議決により定める。 

 

（経費） 

第４８条 協議会の運営及び活動に要する経費は、資産をもって充てる。 

 

（会費） 

第４９条 会費を徴収する場合は、総会の議決をもって、別に定める。 

 

（事業計画及び予算） 

第５０条 協議会の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なけれ

ばならない。 

 

（暫定予算） 

第５１条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会

長は、運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前会計年度の予算に準じ収益費用を講

じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

 

（予算及び事業計画の追加及び更正） 

第５２条 議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算及び事

業計画の追加又は更正をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第５３条 協議会の事業報告書、収支計算書及び財産目録等の決算に関する書類は、毎会計

年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければなら

ない。 

２ 決算上余剰金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。 

 

（会計年度） 
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第５４条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（会計監査） 

第５５条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したときは、速や

かに会計監査を行うものとする。 

２ 前項に規定する会計監査の結果については、協議会の役員に報告するものとする。 

 

第１２章 事務局 

 

（事務局） 

第５６条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 

２ 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）協議会の運営に関すること。 

（２）各部会の総括・調整に関すること。 

（３）各種事務手続きその他庶務に関すること。 

（４）その他、事務局が行うこととなった事項に関すること。 

３ 事務局に事務員を置くことができる。 

４ 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。 

５ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定め

る。 

 

 

第１３章 情報公開等 

 

（書類及び帳簿の備付け） 

第５７条 協議会は、事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活

動に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。 

 

（個人情報保護の取扱い） 

第５８条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な

利用に努めるとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するお

それがないと認めるときに限り公開できるものとする。 

 

第１４章 雑則 

 

（書類及び帳簿の整備） 

第５９条 協議会に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 

（１）まちづくり計画の策定に関する文書 

（２）規約及び細則に関する文書 

（３）総会、運営委員会、三役会の議事に関する文書 

（４）役員、代議員等の選任及びその名簿に関する文書 

（５）会員名簿及び会費に関する文書 

（６）市の補助金、交付金等の助成金に関する文書 

（７）予算及び決算並びに事業計画及び事業報告に関する文書 

（８）出納に関する帳簿及び証拠書類 

（９）資産目録 

（１０）その他会長が必要と認めた書類及び帳簿 
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（文書の保存） 

第６０条 会長は、協議会が運営上作成し又は取得した文書、帳簿、図画、写真及び電磁的

記録等（以下「文書等」という。）を適正に保存しなければならない。文書等の保存期間

は、細則で定める。 

 

（細則への委任） 

第６１条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な細則は、運営委員会の

議決を経て会長が別に定める。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

１ この規約は、令和４年２月２７日から施行する。 

（経過措置） 

２ 協議会の設立時には、総会出席者を第１８条（総会の構成）に規定する代議員とみなし、

議案の議決を行う。ただし、第１８条（総会の構成）の要件を満たす者で止む得ない理由

のため総会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決

し、又は他の出席者を代理人として表決を委任することができる。また、委任状の提出を

もってその者は総会出席者とみなす。 

３ 協議会の設立初年度の役員、代議員及び副部会長の任期は、第１３条（役員の任期）第

１項、第１８条（総会の構成）第３項及び第４４条（部会長及び副部会長）第５項の規定

にかかわらず、令和４年度に開催する通常総会までとする。 

４ 協議会の設立初年度の会計年度は、第５４条（会計年度）の規定にかかわらず、成立の

日から令和４年３月３１日までとする。 

 



 

 

大山口小学校区まちづくり協議会役員（案） 

 

役  職 氏  名 所属団体 

会  長   

副 会 長   

〃   

事務局長   

会  計   

監  事   

〃   

 

 

議案第２号 























  
 

           



    
 

  

   

           
    

                

     
    

    





































６．大山口小学校区まちづくり協議会設立までの歩み    

 

①設立準備会の立ち上げからまちづくり協議会設立までの取り組み 

№ 時期 内容・目的など 

１ 令和元年 

６月２３日（日） 

●大山口小学校区みんなでまちづくりセミナー 

１．講演：みんなが主役の小学校区単位のまちづくり 

講師：千葉大学大学院社会科学研究院 

 教授 関谷昇 氏 

２．質疑応答 

３．大山口小学校区まちづくり協議会設立準備会委員・

小学校区まちづくり支援職員等の紹介 

２ ７月６日（土） ●第１回準備会設立会議 

【主な内容】 

１．準備会から協議会設立までの取組みについて 

２．住民アンケート調査について 

３．準備会運営に関する重要事項について 

３ ７月２１（日） ●第２回準備会設立会議 

【主な内容】 

１．住民アンケート調査（最終案）について 

２．準備会運営に関する重要事項について 

３．団体活動棚卸しヒアリング調査について 

４ ７月～９月 ●団体活動棚卸しヒアリング調査 

【目的】準備会構成団体の地域活動の現状・成果・課題等を

見える化し、準備会内にて共有・理解し、小学校区の現状と

課題、今後の取り組み等を検討する資料とする。 

【ヒアリング項目】 

①強み・自慢・売り ②組織 ③収支 ④主な事業（事

業名称、目的・内容等、参加者、運営・協力体制、課題・

将来展望） ⑤団体の課題 ⑥団体の将来展望 ⑦団体

活動を通して感じる地域課題 

５ 8 月２5 日（日） ●第１回設立準備会 

【主な内容】 

１．グループワーク「小学校区の宝さがし」 

２．団体活動の発表 
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№ 時期 内容・目的など 

６ 令和元年 

8 月 21 日（水） 
～9 月 9 日（月）

●まちづくりアンケート調査 

【対象】 

小学校区内在住の１８歳以上 ８００人 

【調査項目】 

①小学校区での暮らし ②日頃の関わりや地域活動 

③地域課題 ④これからの住みよいまちづくり など 

７ 9 月 23 日（祝） ●第２回設立準備会 

【主な内容】 

１．団体活動の発表 

２．団体活動にみる「共通点と特色」 

３．小学校区の人口構成の現状と今後の推移予測 

８ １0 月 26 日（土） 

 

●第３回設立準備会 

【主な内容】 

第1 回みんなでまちづくりトーク 

対象：小学校区在住者 

①小学校区まちづくりアンケートの集計結果の報告 

②ワークショップ「小学校区の魅力と地域課題」 

９ １1 月１7 日（日） ●第４回設立準備会 

【主な内容】 

１．小学校区の地域課題の整理・集約（グループワーク） 

１０ 12 月 7 日（土） ●第５回設立準備会 

【主な内容】 

１．小学校区が目指すまちづくりの将来像（キャッチ 

フレーズの決定）（グループワーク） 

⇒「世代をこえて支え合う笑顔あふれるまち」に決定 

２．小学校区まちづくり協議会への市の財政支援（案）
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№ 時期 内容・目的など 

１１ 令和 2 年 
1 月 19 日（日） 

●第６回設立準備会 

【主な内容】 

第２回みんなでまちづくりトーク 

対象：小学校区在住者 

①これまでの検討内容と小学校区まちづくりアンケー

トの集計結果の報告 

②ワークショップ「地域の課題解決・魅力づくりに取り

組むアイディア」 

 

１２ ２月２日（日） ●第７回設立準備会 

【主な内容】 

１．小学校区まちづくり計画の策定について 

２．地域の課題解決と魅力づくりの取り組みアイディア

の優先度の検討 

 

１３ 2 月 23 日（日） ●第８回設立準備会 

【主な内容】 

１．地域の課題解決と魅力づくりの取り組みアイディア

の優先度の検討 

 

緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染症の拡大）による延期 

１４ ７月１１日（土） ●第９回設立準備会 

【主な内容】 

１．新型コロナウイルス感染症防止に係る今後の公共施

設の利用について 

２．前年度の取り組みや協議の振り返りについて 

新型コロナウイルス感染症の拡大による延期 

１５ 10 月 11 日（日） ●第１０回設立準備会 

【主な内容】 

１．今後の設立準備会の進め方について 
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№ 時期 内容・目的など 

１６ 令和２年 

11 月 1 日（日） 

●第１１回設立準備会 

【主な内容】 

１．グループワークの進め方についての検討 

 

１７ 11 月 22 日（日） ●第 12 回設立準備会 

【主な内容】 

１．グループワークについて 

２．コロナ禍における影響について 

３．今後の進め方の変更について 

 

１８ 12 月 13 日（日） ●第 13 回設立準備会 

【主な内容】 

１．グループワーク（取り組み項目の絞り込み） 

２．全体共有（取り込み項目の決定） 

 

緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染症の拡大）による延期 

１９ 令和 3 年 

3 月 27 日（土） 

●第 14 回設立準備会 

【主な内容】 

１．検討方法の変更についての提案 

２．担い手の検討についての提案 

 

２０ ４月 2４日（土） ●第 1５回設立準備会 

【主な内容】 

１．ワーキンググループでの作業と運営方法について 

２．ワーキンググループの決定に向けて 

 

２１ ５月 2２日（土） ●第 1６回設立準備会 

【主な内容】 

１．ワーキンググループ作業説明 

２．防災分野についての検討（模擬的検討） 

３．ワーキンググループでの検討結果発表・意見交換 
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№ 時期 内容・目的など 

２２ 令和 3 年 

５月２２日（土） 

～６月２０日（日） 

●ワーキンググループ活動 

※まちづくり計画策定にあたり、３つのワーキンググル

ープに分かれて話し合いを行った。 

【主な内容】 

８分野について、３グループに分かれ取組項目の精査

とまちづくり計画（案）の作成を行った（「防災」につい

ては、模擬的に防災担当以外のグループでも検討した）。

①生活環境ＷＧ 

開催日：５月２２日、６月５日、６月１９日 

②地域活性化ＷＧ 

開催日：５月２２日、６月１２日 

③安心安全ＷＧ 

開催日：６月５日、６月２０日 

２３ ７月１０日（土） ●第 1７回設立準備会 

【主な内容】 

１．ワーキンググループ検討結果の発表・質疑 

２．今後決定するべき３項目とその検討方法について  

２４ ７月３１日（土） 

～８月７日（土） 

●まちづくり計画検討会議 

※まちづくり計画を取りまとめるにあたり、各ワーキン

ググループから委員を選出し、検討チームを組織して話

し合いを行った。 

【主な内容】 

８分野と組織運営費について、予算配分を行った。 

第１回会議：７月３１日（土） 

第２回会議：８月７日（土）※一部オンライン参加 

緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染症の拡大）による延期 

２５ １０月２４日（日） 

 

●第 1８回設立準備会 

【主な内容】 

１．まちづくり計画について 

２．規約と組織について 
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№ 時期 内容・目的など 

２６ 令和 3 年 

１１月２８日（日） 

●第 1９回設立準備会 

【主な内容】 

１．設立総会までにやるべきことについて 

２．本日決定すべき事項について 

３．規約と組織の修正内容について 

４．まちづくり計画について 

２７ １２月１８日（土） ●第２０回設立準備会 

【主な内容】 

１． 

２． 

２８ 令和４年 

１月２２日（土） 

●第２１回設立準備会 

【主な内容】 

１． 

２． 

２９ ２月２７日（日） ●大山口小学校区まちづくり協議会設立総会 

【議題】 

１．規約（案） 

２．役員（案） 

３．まちづくり計画（案） 

４．令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案） 
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令和３年度大山口小学校区まちづくり協議会事業計画（案） 

 

１．事業期間 令和４年２月２７日から令和４年３月３１日 

 

２．事業スケジュール 

実施時期 実施内容 備考 

令和４年２月 設立総会  

    3 月 運営委員会の開催 

各部会の開催 

各部会による事業検討 

広報紙等、SNS による情報発信 

 

 

３．各分野の実施事業 

【分野】１防犯 

記号 実施事業 実施内容 

１-（1）-1 防犯活動一覧の作成事業 情報収集 

１-（2）-1 子ども 110 番拡充事業 協力世帯の募集 

１-（2）-2 青パトによるパトロール事業 青パトでのパトロール 

１-（2）-3 子ども見守り活動事業 内容検討 

 

【分野】２交通安全 

記号 実施事業 実施内容 

2-（1）-1 危険マップの作成事業 情報収集 

2-（2）-1 子どもと高齢者向け交通安全教室・

イベントの開催事業 

イベントの検討 

2-（2）-2 通学時の見守り活動事業 通学時の見守り活動 

 

【分野】３防災 

記号 実施事業 実施内容 

3-（1）-1 防災組織の設立事業 当事者同士の顔合わせ 

3-（2）-1 防災訓練の開催事業 次年度防災訓練の検討 

3-（2）-2 防災講習会の開催事業 次年度防災講習会の検討 

 

議案第４号 



【分野】４子育て・青少年の育成 

記号 実施事業 実施内容 

－ なし なし 

※令和４年度から実施予定 

 

【分野】５福祉・健康づくり 

記号 実施事業 実施内容 

5-（1）-1 日常生活支援事業 アンケート実施の検討 

5-（2）-1 スポーツ・運動・体操を通じた健康

づくり事業 

楽トレ体操、ラジオ体操のお

誘い 

 

【分野】６環境 

記号 実施事業 実施内容 

6-（1）-1 地域一斉ごみゼロ運動の実施事業 地域一斉ごみゼロ運動の実

施検討 

6-（1）-2 花植え活動の推進事業 花植え活動の推進 

 

【分野】７地域の交流・活性化 

記号 実施事業 実施内容 

7-（1）-1 世代を超えたイベント企画運営事

業 

夏祭りの検討 

ふれあいスポーツの検討 

7-（2）-1 子育て世代交流支援事業 サロンの検討 

イベントの検討 

7-（3）-1 地域資源活用事業 交流の場づくりの検討 

7-（4）-1 地域活動広報事業 広報紙等による情報発信 

SNS による情報発信 

 

【分野】８地域活動の参加者・担い手 

記号 実施事業 実施内容 

8-（1）-1 イベント企画・運営事業 地域活動の入口づくり検討 

 

  



令和 3 年度大山口小学校区まちづくり協議会 収支予算（案） 

 

〈収入〉                          単位：円 

項目 予算額 備考 

市補助金 ６１４，０００

補助限度額 114,０00 円

〈特定加算〉 

拠点整備費 500,000 円 

寄付金 0  

その他収入 0  

合計 ６１４，０００  

 

〈支出〉 事業費ごと                    単位：円 

項目 予算額 備考 

まちづくり事業費 ９２，０００  

組織運営事業費 ２２，０００  

拠点整備事業費 ５００，０００  

その他 0  

合計 ６１４，０００  

 

  



〈支出〉 費目ごと（拠点整備費以外）            単位：円 

項目 予算額 備考 

報償費 ０  

旅費 ０  

消耗品費 ５２，０００  

燃料費 ０  

食糧費 １８，０００  

印刷製本費 ２０，０００  

光熱水費 ０  

修繕費 ０  

通信運搬費 １１，０００  

保険料 ０  

委託費 ０  

使用料及び賃借料 １３，０００  

備品購入費 ０  

負担金 ０  

賃金 ０  

その他 ０  

合計 １１４，０００  

 

〈支出〉 費目ごと（拠点整備費）              単位：円 

項目 予算額 備考 

消耗品費 ５０，０００  

工事請負費 １５０，０００  

備品購入費 ３００，０００  

手数料 ０  

合計 ５００，０００  

 


